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▷ 人口減少は、一朝一夕に解決する課題ではありませんが、いま手を打たなければ、将来世代へ

のさまざまな影響が顕在化することが想定されます。希望ある三重の未来に向けて挑戦を開

始する必要があります。 

▷ 自然減対策、社会減対策を両輪として総合的な対策を実施するとともに、国・市町、民間等と

の連携のもと、人口減少が進む中でも地域が自立的かつ持続的に発展していける新しいモデ

ルを確立することが求められています。 

 

 

 

 県内人口は平成 19（2007）年をピー

クに減少局面に入っており、平成 27

（2015）年から令和２（2020）年にか

けて県内人口は約４万６千人減少しま

した。今後、高齢化を伴いながら、一層

人口減少が加速することが予測されて

います。生産年齢人口も減少の一途を

辿ることが予測されており、経済活動へ

の影響も懸念されます。これらのことか

ら、強い危機感を持って対策を進めて

いく必要があります。 

 

 

 

 

（自然減の現状） 

 三重県の合計特殊出生率は全国値よ

りは高いものの、近年低下している状

況であり、県民の結婚や出産の希望

がかなった場合の水準を示す希望出

生率 1.8台とは乖離している状況で

す。  
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（７）人口減少への総合的な対応 

挑戦を進める背景 

現状 【図１】三重県人口の推移 

出所：国勢調査、社人研推計 

【図２】合計特殊出生率の推移 

出所：人口動態統計 

資料６ 

「みえ元気プラン」 ７つの挑戦から抜粋 
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 県内の 50 歳時未婚割合は上昇傾向にあ

り、男性で約４人に１人、女性で約７人に１人

が未婚となっています。県の調査によれば、

結婚していない理由として「出会いがない」、

「理想の相手に出会えていない」、「結婚す

るのはまだ早い」、「収入が少ない」が上位

となっています。 

 男性有配偶率（30～34 歳：全国）は、正規

雇用59.0％に対して、非正規雇用22.3％

と大きな開きがあります。 

 晩婚化（平均初婚年齢の上昇）に伴い、晩

産化が進行しています。 

 理想の子どもの数と実際の子どもの数に

ギャップがあります。ギャップが生じる理由

として、「子育てや教育にお金がかかる」、

「仕事と子育てを両立できる職場環境では

ない」、「子どもを育てる環境（保育所等）が

整っていない」、「ほしいけれどもできない」

が上位となっています。 

 

 

 

 

（社会減の現状） 

 本県から県外への転出超過が継続しています。県外への転出超過数の約８割が若者（15～29

歳）であり、その内、女性が約６割を占めています。若者の流出の主な原因は進学・就職による

ものと考えられます。 

 県や市町の施策を利用した県外からの移住者数は増加傾向にあります。移住前の居住地は、近

畿が約４割を占め、次いで東海、関東の順となっています。 
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出所：国勢調査 

出所：第 11 回みえ県民意識調査 

【図４】理想とする子どもの数と実際の子どもの数にギャップが生じている理由（18～49 歳） 
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（人口減少がもたらす地域への影響） 

 人口減少は、地域のあり方に大きな影響を及ぼしており、その影響はますます拡大するおそれ

があります。具体的には、商業施設等の閉鎖によるサービス機能の低下や、農林水産業や医療・

福祉等の担い手不足、交通事業者が不採算路線から撤退することによる公共交通のサービスレ

ベル低下、自治会活動をはじめとする地域の活力低下などが懸念されます。また、税収の減少

や過疎化により社会資本の維持が困難になっていくおそれがあります。 

（コロナ禍における人口減少の課題等） 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、人口動態にも影響を及ぼしています。コロナ禍で結婚、出

産の減少が見られることから、今後、少子化に及ぼす影響が懸念されます。 

 一方で、コロナ禍を背景として、大都市圏の人びとの地方への関心の高まりや、テレワーク、ワー

ケーションなど新しい働き方の広がりが注目を集めています。 

【図５】転出超過数の推移 

出所：住民基本台帳人口移動報告 

【図６】移住者数・相談件数の推移 

出所：三重県調べ 

（人） （件） 
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前述の現状をふまえ、【表１】のとおり課題・背景と方向性を整理しました。 

【表１】人口減少対策の課題と方向性 

 《課題・背景》 《方向性》 

自然減対策  合計特殊出生率は低下傾向 

 未婚化・晩婚化、晩産化が進行 

 理想の子どもの数と実際の子ども

の数にギャップ 

 ライフステージごとに切れ目のない

少子化対策の取組を着実に推進 

 少子化の主要因である結婚支援に

注力 

社会減対策  県外転出超過数の約８割は若者

（その内約６割は女性） 

 働き方の変化、地方への関心の高

まり 

 産業振興や雇用の確保等、地域の

特性に合わせた地方創生の取組を

推進 

 若者や女性に着目した社会減対策

に注力 

人口減少がも

たらす地域の課

題とその対応策 

 都市や集落の機能低下、地域活

力の低下が進むおそれ 

 

 交流人口、関係人口の拡大に向け

た取組を推進 

人口減少対策

の進め方 

 県、市町、さらには民間を交えて

危機感を共有し、取組を進める必

要 

 人口減少の要因に関してさらに詳

細な分析が必要 

 市町との連携を強化、国へは積極

的な提言を実施。民間への働きか

けを強化 

 若者や女性に着目した人口減少の

要因に関する詳細な調査・分析を

行い、効果的な施策を展開 

 

《有識者ヒアリング等をふまえた今後の検討課題》 

有識者ヒアリング等で指摘された以下の事項については、さらに詳細な調査分析を行い、対策を

検討していきます。 

 少子化対策は総合的に推進する必要がある。また、特定の市町だけでなく、県全体として対策

の底上げをしていくことが重要である。 

 県北中部では少子化対策が優先課題であり、近隣県の成長を取り込むことが重要である。県

南部では少子化対策に加え、地方創生の取組も進める必要がある。 

 合計特殊出生率と強い産業による良質な雇用はリンクしている。 

 近隣県と比較して県内の保育士の給与が低い。保育士確保へ向けた処遇改善が課題である。 

 子どもを産み、育てることについて、社会全体で支えることが必要である。 

 希望する子どもの数が減少するとともに、有配偶出生率が低下している。若い世代の経済環

境を改善するなど、若い時期の結婚・出産が可能な社会づくりを進める必要がある。 

 子どもを産み育てやすい環境をつくるためには、企業の協力を得ることが重要である。 

 県外への転出理由など、若い世代や女性の意見、考え方を聞き取り、対策を講じる必要がある。 

 進学等で県外へ出て行った若者の U ターンを促進する取組が重要である。そのためには魅力

的な職場の確保が必要である。 

 安心して三重に移り住めるよう、防災対策や医療提供体制の整備に取り組む必要がある。 

 

 

課題と方向性 
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《基本的な考え方》 

 人口減少の課題に全庁を挙げて総合的に対応することで、地域の自立的かつ持続的な発

展につなげます。 

 人口減少対策は、自然減対策（少子化対策）および社会減対策（人口の流出抑制、流入・

Ｕターン促進）を両輪として取り組みます。また、人口減少による影響への対応に向けて必

要な対策を講じます。 

 県内市町ごとに人口減少の状況が異なることから、地域特性に応じた対策に取り組みます。

例えば、北中部地域については、働く場の選択肢が多く、医療、福祉、介護、教育などの生

活関連サービスと身近な自然を享受できる快適な住環境に魅力があります。また、南部地

域については、リモートワーク環境を活用した仕事や観光業、農林水産業に携わりながら

豊かな自然を満喫する暮らしに魅力があります。このような現状をふまえ、地域の特性に

応じた移住・定住を促進していく必要があります。 

 国、市町、民間等との連携・役割分担のもと対策を進めます。 

 

 ※以下は、現時点における人口減少対策の取組方向です。今後、自然減・社会減の要因分析

や調査を進めるとともに、市町や若者の声を聴くなかで、取組をさらに追加、具体化していき

ます。 

 

        

 

（少子化対策） 

■「結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、全ての子どもが豊かに育つことのできる三重」の実

現をめざして、ライフステージごとに切れ目のない少子化対策の取組を着実に推進します。 

■未婚化・晩婚化対策として、市町や民間企業と連携し、広域的な出会い支援の取組を進めると

ともに、それぞれの地域でより効果的な手法の検討を行います。 

■さまざまな理由により結婚を躊躇する若者等を支援するため、就労支援や所得向上、育児支

援など子育てに対する不安の解消に向けた取組を推進します。加えて、若い世代が希望する

生活を送るために、早い段階からライフデザインを考えることを促進します。 

■妊娠・出産を支援するため、不妊・不育症治療の助成や周産期医療提供体制の充実に取り組

みます。 

■子育て支援に向けて、男性の育児参画の推進、仕事と子育ての両立促進、保育や幼児教育の

充実に取り組みます。 

■子ども・家庭に寄り添った支援を行うため、児童相談体制の強化、子どもの貧困対策、発達支

援に取り組みます。 

■すべての家庭が安心して子育てできるよう、医療・福祉等のサービス水準のより一層の向上に

ついて検討します。 

 

 

 

 

 

人口減少対策の取組方向 

自然減対策の推進 
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 （流出抑制） 

■雇用の場を確保・創出するため、ＤＸの推進やカーボンニュートラル実現の取組を進めること

で、自動車、半導体、石油化学など本県の主要産業のさらなる振興を図ります。また、スマート

農林水産業の促進や、裾野が広く雇用確保が期待できる観光産業の振興、今後も成長が期

待される IT産業など県内産業の振興を図ります。 

■研究開発施設を含む企業誘致や再投資促進を図るとともに、スタートアップの育成・支援、中

小企業・小規模企業や地場産業の振興に取り組みます。 

■若者や働く世代、とりわけ女性の県内定着を図るため、就労支援に取り組むとともに、テレワー

クや副業、ワークシェアなど多様で柔軟な働き方や魅力ある職場づくりを促進します。加えて、

県内高等教育機関の卒業生の県内就職促進や収容力向上に向けた取組を検討します。 

 （流入・Ｕターン促進） 

■県内への転入を促進するため、移住希望者に対するきめ細かな相談対応や情報発信の充実、

住みたいと思ってもらえる地域づくりなど、移住促進に取り組みます。また、県外の協定締結大

学と連携して県内企業にかかる就職情報を提供するとともに、県出身大学生のＵターンを促

進するための仕組みを検討するなど、若者のＵターン対策を強化します。 

■ふるさと三重に愛着や誇りを持ち、社会や地域の成長・発展に貢献しようとする思いを育むた

め、小中学校や県立学校において、郷土教育を推進します。 

 

 

 

 

■大阪・関西万博の開催やリニア中央新幹線の開業を生かし、交流人口の拡大に取り組むとと

もに、好機を逃さず三重の魅力・情報発信に取り組みます。 

■関係人口等の拡大に向けて、ワーケーションの促進や地域おこし協力隊など外部人材による

地域活性化に取り組みます。 

■デジタル技術の活用により地域の課題を解決し、暮らしの向上や魅力的な地域づくりにつなげ

るなど、デジタル社会の実現に向けた取組を推進します。 

■都市機能（医療・福祉・商業施設）の市街地中心部等への誘導やインフラの効率的な整備など、

コンパクト化の視点を含め、人口減少下における地域社会のあり方について検討します。 

■人口減少等の影響により移動需要が縮小し厳しい経営環境にある地域公共交通のあり方に

ついて検討します。 

■少子高齢化、過疎化の進行等により継承が困難となってきている地域の文化資源の維持管理

や伝統的な民俗行事の担い手育成、情報発信に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会減対策の推進 

人口減少の影響への対応 
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（国・市町・民間等との連携） 

■県および県内市町が連携して人口減少対策を効果的に推進するため、「みえ人口減少対策連

携会議」を設置し、人口減少対策にかかる先進事例の調査研究やモデル事業に協働で取り組

みます。 

■国に対して、子育てを社会全体で支える仕組みの構築など、人口減少対策に関する積極的な

提言・提案を行っていきます。 

■若者や女性などの多様な人材が能力を発揮することができるよう、労働環境の整備など働き

方改革に向けた企業への働きかけを強化します。 

 

（人口減少対策に関する調査・分析） 

■人口減少対策の施策展開に向けて、自然減や社会減の要因を詳細に調査・分析するとともに、

先進事例の調査研究を実施します。また、本県が抱える人口減少の課題を把握するため、若

者や女性、子育て世代に対するヒアリングやアンケート調査を実施します。 

 

（三重県人口減少対策方針（仮称）の策定） 

■三重県の人口減少対策にかかる取組の方向性を示す「三重県人口減少対策方針（仮称）」を

策定し、全庁を挙げて人口減少対策に取り組みます。また、同方針に基づく取組は毎年の検証

を通じて、ブラッシュアップを図っていきます。 

人口減少対策の総合的な推進 


